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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構   

開 発 調 査 セ ン タ ー 所 長  山 下  秀 幸  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  1 4  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  

 魚 体 サ イ ズ 選 別 機  ４ 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ８ 年 ６ 月 3 0 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 開 発 調 査 セ ン タ ー  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン

ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り

捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落 札 価 格 と す



 2 

る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に

係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か

を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分

の 1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ

と 。  

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 そ の 他 機

器 類 」 で 、 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」

い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る

こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  
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た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 2 2 1 - 8 5 2 9  神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦

島 町 １ － １ － 2 5  Ｇ Ｒ Ｃ 横 浜 ベ イ リ サ ー チ

パ ー ク  ６ 階  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研

究 ・ 教 育 機 構 開 発 調 査 セ ン タ ー 開 発 業 務 課  

相 澤  陽 子  

 電 話 0 4 5 - 2 7 7 - 0 1 7 9  F A X 0 4 5 - 2 7 7 - 0 2 0 9  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者

は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式 等 ）

の 交 付 を 受 け る こ と 。  
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①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 魚 体 サ イ ズ 選 別 機 入 札 説 明

書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当

者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記

3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 魚 体 サ イ ズ 選 別 機 入 札 説 明

書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当

者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の

う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

 ( 3 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、令 和 ８ 年 ３ 月 1 9 日 ま で

に 上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当

日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書

受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー

ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に

代 え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場
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合 に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 4 )  入 札 ・ 開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ４ 月 １

日 1 4 時 3 0 分 神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町

１ － １ － 2 5  Ｇ Ｒ Ｃ 横 浜 ベ イ リ サ ー チ パ ー ク  

６ 階  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

会 議 室 （ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書

留 郵 便 に よ る こ と と し 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 1 2

時 必 着 の こ と ｡ ）  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教
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育 機 構 開 発 調 査 セ ン タ ー 所 長 が 判 断 し た 入 札

者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低

価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者 を 落

札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  

p r o c u r i n g  e n t i t y :  H i d e y u k i  Y a m a s h i t a ,  

D i r e c t o r -  G e n e r a l ,  M a r i n e  F i s h e r i e s  R e -
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s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r   

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p u r c h a s e d :  F i s h  S i z e  S o r t i n g  M a c h i n e s   

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  3 0  J u n e  2 0 2 6  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  M a r i n e  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  J a p a n  

F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y   

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

F i s h e r i e s  R e s e a r c h  A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A 、B 、C  o r  D  “ S a l e s ” i n  t e r m s  

o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  

t e n d e r s  b y  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  A g e n c y  o r  

S i n g l e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i s t r y  
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a n d  a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  

a n d  2 0 2 7 .   

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 4 : 3 0 , １  A p r i l  

2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  Y o u k o  

A i z a w a ,  R e s e a r c h  S u p p o r t  S u b s e c t i o n ,  M a -

r i n e  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  

C e n t e r ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d -

u c a t i o n  A g e n c y ， G R C  Y o k o h a m a  B a y  R e s e a r c h  

P a r k  6 F  １ - １ - 2 5 ， S h i n u r a s h i m a c h o ,  

K a n a g a w a - k u ， Y o k o h a m a  c i t y ,  K a n a g a w a ,  

2 2 1 - 8 5 2 9  J a p a n .  

 T E L  0 4 5 - 2 7 7 - 0 1 7 9   

 



購 入 仕 様 書 

 

１．品  名 魚体サイズ選別機 

２．数  量 ４式 

３．納入場所 宮城県気仙沼市 

（国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下、「当機構」という。）開発

調査センター用船の大型さんま漁船４隻） 

４．仕  様 

（１） 選別方式：ローラー方式であること 

（２） 対象魚種：サンマに対応可能なこと 

（３） 選別段階：３段階以上であること、サイズ選別機能の微調整が可能なこと 

（４） 設置場所の大きさ：設置寸法は、長さ方向５ｍ×幅方向２ｍ以内であること 

（５） 動力源：ＡＣ２００Ｖ（50 kHz／60 kHz）で動作可能であること 

（ただし、漁船の多少不安定な電源環境においても安定して動作すること） 

（６） 納品時の設置・調整 

(ア) 上記納入場所に停泊中の大型さんま漁船４隻の船橋前方の上甲板に１式ずつ設置

すること。 

(イ) 本機の設置は、大型さんま漁船各船に装備されている魚水分離機から供給される

サンマが本機に投入できるように設置すること。 

(ウ) 本機の設置および船体との固着に必要な部材等は、対象となる大型さんま漁船各

船の状況に合わせて調整して対応すること。なお、対象となる大型さんま漁船は５

月中旬に決定する見込みであり、具体的な船名等は決まり次第で受注者に当機構

開発調査センターから通知する。 

(エ) 下記の納入期限までに全船で設置を完了し、動作に問題ないことを確認すること。 

 

５．納入期限 令和８年６月３０日（火） 

６．その他 

（１） 納入先の大型さんま漁船の停泊場所等の情報は、決まり次第受注者に提供する。 

（２） 納入時に本機についての取扱説明書を４部提出すること。 

（３） 本機の納入時に当機構の職員等に対して十分な操作説明を行うこと。 

（４） 保証期間は１年以上であり、保証期間内の故障や不具合は直ちに修理または交換

が行える体制が整っていること。 

（５） その他の詳細については担当職員の指示に従うこと。 


